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議案第１１６号 

 

令和７年度釧路市一般会計補正予算 

 

令和７年度釧路市の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３２６,９６７千円を追加

し、歳入歳出それぞれ１０９,９４３,９６４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正）  

第２条 繰越明許費の変更及び追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

（債務負担行為の補正）  

第３条 債務負担行為の変更及び追加は、「第３表 債務負担行為補正」に

よる。  

（地方債の補正）  

第４条 地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。  

 

令和７年１２月４日提出  

釧路市長 鶴 間 秀 典 
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　　　歳　　入

補 正 前 の 額 補 正 額 計
千円 千円 千円

13 分担金及び負担金 638,196 392 638,588

2 負 担 金 605,559 392 605,951

15 国 庫 支 出 金 24,169,867 4,559 24,174,426

2 国 庫 補 助 金 4,791,497 3,472 4,794,969

3 国 庫 委 託 金 47,292 1,087 48,379

16 道 支 出 金 6,722,454 3,618 6,726,072

2 道 補 助 金 1,033,615 3,618 1,037,233

18 寄 附 金 2,763,551 2,655 2,766,206

1 寄 附 金 2,763,551 2,655 2,766,206

19 繰 入 金 5,978,319 314,243 6,292,562

2 基 金 繰 入 金 5,960,479 314,243 6,274,722

22 市 債 8,200,700 1,500 8,202,200

1 市 債 8,200,700 1,500 8,202,200

第１表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

款 項

歳 入 合 計 109,616,997 326,967 109,943,964
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　　　歳　　出

補 正 前 の 額 補 正 額 計
千円 千円 千円

2 総 務 費 11,600,417 7,693 11,608,110

1 総 務 管 理 費 11,239,256 7,693 11,246,949

3 民 生 費 36,492,587 2,155 36,494,742

1 社 会 福 祉 費 8,537,245 2,155 8,539,400

4 衛 生 費 4,323,047 5,358 4,328,405

1 保 健 衛 生 費 1,848,672 3,598 1,852,270

2 清 掃 費 2,474,375 1,760 2,476,135

6 農 林 水 産 業 費 1,313,492 6,422 1,319,914

3 水 産 業 費 120,648 6,422 127,070

7 商 工 費 4,020,933 108,128 4,129,061

1 商 工 費 4,020,933 108,128 4,129,061

12 災 害 復 旧 費 343,004 196,289 539,293

1 農林水産業施設災害復旧費 122,400 4,917 127,317

2 土木施設災害復旧費 217,470 191,372 408,842

14 諸 支 出 金 10,563,609 922 10,564,531

1 特別会計繰出金 10,563,609 922 10,564,531

款 項

歳 出 合 計 109,616,997 326,967 109,943,964
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金 額
千円

第２表　　繰　越　明　許　費　補　正

区 分 款 項 事　　　　　業　　　　　名

補正前
12 災 害 復 旧 費 1 農林水産業施設

災 害 復 旧 費変
　
更

林 業 施 設 災 害 復 旧 事 業
80,700

補正後 85,617

補正前
2 土 木 施 設
災 害 復 旧 費

河 川 災 害 復 旧 事 業
26,945

補正後 95,755

追　　　加

2 総 務 費 1 総 務 管 理 費

7 商 工 費 1

12

5,209

4 衛 生 費 2 清 掃 費 ご み 処 理 事 業
〔ごみ最終処分場維持管理事業〕

6,347

災 害 復 旧 費 2 土 木 施 設
災 害 復 旧 費

道 路 橋 梁 災 害 復 旧 事 業

津 波 一 時 避 難 場 所 整 備 事 業

商 工 費 湿 原 展 望 台 管 理 運 営 事 業 4,620

210,732

限　　度　　額
千円

補正前
法人立保育所等整備費補助金

130,232
令和８年度

第３表　　債　務　負　担　行　為　補　正

区 分 事 項 期 間

補正後 171,429

変
　
更

追　　　加

施 設 清 掃 業 務 委 託 費 令和８年度 9,801

例 規 類 集 編 さ ん 費 令和８年度から令和12年度まで 8,250

自 治 体 情 報 シ ス テ ム
標 準 化 事 業 費

令和８年度から令和９年度まで 467,324

ふ る さ と 納 税 推 進 事 業 費 令和８年度
必要とする当該年度の予
算で措置する額

公 営 住 宅 等 建 設 費 令和８年度 4,670

港 湾 計 画 推 進 費 令和８年度 18,000
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補 正 後
千円 千円 千円

8,202,200

第４表　　地　方　債　補　正

区 分 起 債 の 目 的
限　　　　　　度　　　　　　額

補 正 前 補 正 額

変　　　更 津 波 一 時 避 難 場 所 整 備 事 業 費 229,700 1,500 231,200

計 8,200,700 1,500
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1 　総　　括

　　（歳　　入）

千円 千円 千円

13

15

16

18

19

22

　　（歳　　出）

国道支出金 市 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

2 総 務 費 11,600,417 7,693 11,608,110 5,505 1,500 392 296

3 民 生 費 36,492,587 2,155 36,494,742 0 0 2,155 0

4 衛 生 費 4,323,047 5,358 4,328,405 2,672 0 1,760 926

6 農林水産業費 1,313,492 6,422 1,319,914 0 0 0 6,422

7 商 工 費 4,020,933 108,128 4,129,061 0 0 500 107,628

12 災 害 復 旧 費 343,004 196,289 539,293 0 0 0 196,289

14 諸 支 出 金 10,563,609 922 10,564,531 0 0 0 922

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

分 担 金 及 び 負 担 金 638,196 392 638,588

国 庫 支 出 金 24,169,867 4,559 24,174,426

道 支 出 金 6,722,454 3,618 6,726,072

寄 附 金 2,763,551 2,655 2,766,206

繰 入 金 5,978,319 314,243 6,292,562

特 定 財 源

市 債 8,200,700 1,500 8,202,200

312,483

歳 入 合 計 109,616,997 326,967 109,943,964

款 補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

一般財源

歳 出 合 計 109,616,997 326,967 109,943,964 8,177 1,500 4,807
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項

目

 
2
総

務
費

1
1
,
6
0
0
,
4
1
7

7
,
6
9
3

1
1
,
6
0
8
,
1
1
0
特

定
財

源
7
,
3
9
7

一
般

財
源

2
9
6

 
1
総

務
管

理
費

1
1
,
2
3
9
,
2
5
6

7
,
6
9
3

1
1
,
2
4
6
,
9
4
9
特

定
財

源
7
,
3
9
7

一
般

財
源

2
9
6

 
1
一

般
管

理
費

4
,
0
8
9
,
5
9
8

5
,
2
0
9

4
,
0
9
4
,
8
0
7
特

定
財

源
4
,
9
7
2
1
2
委

託
料

5
,
2
0
9
津

波
一

時
避

難
場

所
整

備
事

業
費

5
,
2
0
9

[
内

訳
]

国
庫

支
出

金

3
,
4
7
2

市
債

1
,
5
0
0

一
般

財
源

2
3
7

 
3
戸

籍
住

民
基

本
台

2
2
1
,
4
4
9

1
,
0
8
7

2
2
2
,
5
3
6
特

定
財

源
1
,
0
8
7
1
7
備

品
購

入
費

1
,
0
8
7
戸

籍
住

民
基

本
台

帳
関

係
及

び
窓

口
業

1
,
0
8
7

帳
費

務
費

[
内

訳
]

国
庫

支
出

金

1
,
0
8
7

 
7
市

民
活

動
費

2
4
4
,
0
7
3

1
,
3
9
7

2
4
5
,
4
7
0
特

定
財

源
1
,
3
3
8
1
3
使

用
料

及
び

4
3
消

費
者

行
政

費
1
,
3
9
7

賃
借

料
消

費
者

行
政

活
性

化
事

業
費

1
,
3
9
7
　

　

[
内

訳
]

1
7
備

品
購

入
費

1
,
3
5
4

分
担

金
及

び

負
担

金

3
9
2

道
支

出
金

9
4
6

一
般

財
源

5
9

説
明

補
正

前
の

額
補

正
額

区
分

金
額

計
財

源
内

訳
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（
単

位
 
：

 
千

円
）

款
節

 
 

 
 

 
 

項

目

 
3
民

生
費

3
6
,
4
9
2
,
5
8
7

2
,
1
5
5

3
6
,
4
9
4
,
7
4
2
特

定
財

源
2
,
1
5
5

 
1
社

会
福

祉
費

8
,
5
3
7
,
2
4
5

2
,
1
5
5

8
,
5
3
9
,
4
0
0
特

定
財

源
2
,
1
5
5

 
1
総

務
費

4
2
2
,
9
2
1

2
,
1
5
5

4
2
5
,
0
7
6
特

定
財

源
2
,
1
5
5
2
4
積

立
金

2
,
1
5
5
福

祉
基

金
積

立
金

2
,
1
5
5

[
内

訳
]

寄
附

金

2
,
1
5
5

補
正

前
の

額
補

正
額

計
財

源
内

訳
区

分
金

額
説

明

- 19 -



（
単

位
 
：

 
千
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目
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衛

生
費

4
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4
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2

一
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財
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2
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1
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用
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境
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全
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進
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3
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1
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5
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内
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1
2
委

託
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5
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道
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出
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入
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掃
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処
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1
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ご
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処
分

場
維

持
管

理
費

1
,
7
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0
 
 
 
 

[
内

訳
]

繰
入

金

1
,
7
6
0

補
正

前
の

額
補

正
額

計
財

源
内

訳
説

明
区

分
金

額
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業
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援
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業
費

6
,
4
2
2

及
び

交
付

金

金
額

補
正

前
の

額
補

正
額

計
財

源
内

訳
区

分
説

明
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節
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正
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財
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内
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説
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介
護
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2
 
 
 
 

1
0
9
,
6
1
6
,
9
9
7

3
2
6
,
9
6
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1
0
9
,
9
4
3
,
9
6
4
特

定
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源
1
4
,
4
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4
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般
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3
1
2
,
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3

説
明
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出
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前
の

額
補

正
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計
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源
内

訳
区

分
金

額
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農林水産業施設災害復旧費

林業施設災害復旧費 

千円 千円 千円

12

14

15

102,167 80,700

80,700計 102,167

原 材 料 費 1,000 0

事 業 名
関 係 予 算

繰り越しの事由
節 金 額

95,817

林 業 施 設 委 託 料 5,350 0

災 害 復 旧 事 業

工 事 請 負 費 80,700

繰 越 金 額

補 正 前 補 正 後

85,617

0

一 般 財 源

繰 越 明 許 費 に 関 す る 事 項 補 正

1目

1項

12款 災 害 復 旧 費

85,617

85,617

0

年度内完了が
不確実である
ことから繰越
事業として実
施する。

財 源 内 訳
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土木施設災害復旧費

千円 千円 千円

10

12

14

財 源 内 訳 一 般 財 源 128,055 26,945 95,755

計 128,055 26,945 95,755

年度内完了が
不確実である
ことから繰越
事業として実
施する。

委 託 料 30,300 0 0

工 事 請 負 費 96,945 26,945 94,945

河川災害復旧事業 需 用 費 810 0 810

事 業 名
関 係 予 算 繰 越 金 額

繰り越しの事由
節 金 額 補 正 前 補 正 後

繰 越 明 許 費 に 関 す る 事 項 補 正

12款 災 害 復 旧 費

2項

2目 河川災害復旧費
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千円 千円

11

12

14

18

21

繰 越 明 許 費 に 関 す る 事 項

2款 総 務 費

1項 総 務 管 理 費

1目 一 般 管 理 費

国の繰越承認事業
として実施する。

事 業 名
関 係 予 算

繰 越 金 額 繰り越しの事由
節 金 額

委 託 料 19,587 5,209

津波一時避難場所整備事業 役 務 費 60 0

負 担 金 補 助 149 0

及 び 交 付 金

工 事 請 負 費 735,321 0

補 償 補 填 605 0

及 び 賠 償 金

計 755,722 5,209

一 般 財 源 5,422 237

財 源 内 訳

国庫補助金 502,638 3,472

道 補 助 金 16,462 0

市 債 231,200 1,500
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千円 千円

3

10

11

12

14

15

繰 越 明 許 費 に 関 す る 事 項

4款 衛 生 費

2項

2目

事 業 名
関 係 予 算

繰 越 金 額

清 掃 費

ご み 処 理 費

ご み 処 理 事 業 職 員 手 当 等 59 0 年度内完了が不確
実であることから
繰越事業として実
施する。

〔 ご み 最 終 処 分 場

原 材 料 費 0

維 持 管 理 事 業 〕

繰り越しの事由
節 金 額

需 用 費

役 務 費

2,576

計 188,837 6,347

財 源 内 訳

使 用 料 578 0

基金繰入金 8,873

手 数 料 52,044 0

6,347

雑 入 12,281 0

一 般 財 源 115,061 0

6,347

0

0

0委 託 料

工 事 請 負 費

70,139

487

109,229

6,347
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千円 千円

10

11

12

15

18

基金繰入金 2,511 0

雑 入 145 0

財 源 内 訳

使 用 料 32,786 0

一 般 財 源 4,875 4,620

計 40,317 4,620

負 担 金 補 助 365 0

及 び 交 付 金

湿原展望台管理運営事業 需 用 費 6,776 4,620 年度内完了が不確
実であることから
繰越事業として実
施する。役 務 費

32,843 0委 託 料

33 0

原 材 料 費 300 0

事 業 名
関 係 予 算

繰 越 金 額 繰り越しの事由
節 金 額

繰 越 明 許 費 に 関 す る 事 項

7款 商 工 費

1項 商 工 費

3目 観 光 費
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土木施設災害復旧費

道路橋梁災害復旧費

千円 千円

3

10

12

14

15

年度内完了が不確
実であることから
繰越事業として実
施する。需 用 費

委 託 料

工 事 請 負 費

原 材 料 費

2,812

22,700

252,025

1,000

2,812

事 業 名
関 係 予 算

繰 越 金 額 繰り越しの事由
節 金 額

繰 越 明 許 費 に 関 す る 事 項

12款 災 害 復 旧 費

2項

1目

道 路 橋 梁 災 害 復 旧 事 業 職 員 手 当 等 2,250 2,250

0

205,670

0

一 般 財 源 280,787 210,732

計 280,787 210,732

財 源 内 訳
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8

1
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0
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3
2
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議案第１１７号 

 

令和７年度釧路市国民健康保険特別会計補正予算 

 

令和７年度釧路市の国民健康保険特別会計補正予算は、次に定めるところ

による。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０,７４２千円を追加し、

歳入歳出それぞれ１５,５２７,７３０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

令和７年１２月４日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 
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　　　歳　　入

補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

1 国民健康保険収入 15,516,988 10,742 15,527,730

2 国 庫 支 出 金 15,470 10,742 26,212

15,516,988 10,742 15,527,730

　　　歳　　出

補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

1 国民健康保険費 15,516,988 10,742 15,527,730

1 総 務 費 280,526 10,742 291,268

15,516,988 10,742 15,527,730

款 項

歳 出 合 計

第１表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

歳 入 合 計

款 項
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1 　総　　括

　　（歳　　入）

千円 千円 千円

2

　　（歳　　出）

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

1 総 務 費 280,526 10,742 291,268 10,742 0 0 0

15,516,988 10,742 15,527,730 10,742 0 0 0

市 債 そ の 他
計補 正 額

一般財源

15,527,730

15,470国 庫 支 出 金

国道支出金

10,742

補 正 額 の 財 源 内 訳

26,21210,742

歳入歳出補正予算事項別明細書

項 補 正 額 計補 正 前 の 額

歳 出 合 計

15,516,988歳 入 合 計

項 補正前の額
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議案第１１８号 

 

令和７年度釧路市介護保険特別会計補正予算 

 

令和７年度釧路市の介護保険特別会計補正予算は、次に定めるところによ

る。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 保険事業勘定歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,８４４千

円を追加し、歳入歳出それぞれ１８,４９６,６９０千円とする。  

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後  

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

令和７年１２月４日提出  

釧路市長 鶴 間 秀 典 
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（保険事業勘定）

　　　歳　　入

補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

1 介 護 保 険 収 入 18,494,846 1,844 18,496,690

2 国 庫 支 出 金 4,452,210 922 4,453,132

6 繰 入 金 3,560,037 922 3,560,959

18,494,846 1,844 18,496,690

　　　歳　　出

補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

1 介 護 保 険 費 18,494,846 1,844 18,496,690

1 総 務 費 497,052 1,844 498,896

18,494,846 1,844 18,496,690

款 項

第１表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

歳 出 合 計

款 項

歳 入 合 計
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（保険事業勘定）

1 　総　　括

　　（歳　　入）

千円 千円 千円

2

6

　　（歳　　出）

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

1 総 務 費 497,052 1,844 498,896 922 0 0 922

18,494,846 1,844 18,496,690 922 0 0 922

歳入歳出補正予算事項別明細書

項 補 正 額 計補 正 前 の 額

歳 出 合 計

18,494,846歳 入 合 計

項 補正前の額 補 正 額

18,496,690

計

補 正 額 の 財 源 内 訳

1,844

国道支出金 市 債 そ の 他 一般財源

国 庫 支 出 金 4,452,210 922 4,453,132

繰 入 金 3,560,037 922 3,560,959
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議案第１１９号 

 

令和７年度釧路市動物園事業特別会計補正予算 

 

令和７年度釧路市の動物園事業特別会計補正予算は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２,７５８千円を追加し、

歳入歳出それぞれ４５７,１２５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

令和７年１２月４日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 
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　　　歳　　入

補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

1 動物園事業収入 454,367 2,758 457,125

4 寄 附 金 1,726 2,758 4,484

454,367 2,758 457,125

　　　歳　　出

補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

1 動 物 園 事 業 費 454,367 2,758 457,125

1 事 業 費 430,477 2,758 433,235

454,367 2,758 457,125

款 項

歳 出 合 計

第１表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

歳 入 合 計

款 項
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1 　総　　括

　　（歳　　入）

千円 千円 千円

4

　　（歳　　出）

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

1 事 業 費 430,477 2,758 433,235 0 0 2,758 0

454,367 2,758 457,125 0 0 2,758 0

2,758

そ の 他

補 正 額 の 財 源 内 訳

2,758

一般財源

457,125

国道支出金

歳入歳出補正予算事項別明細書

項 補 正 額 計補 正 前 の 額

寄 附 金

市 債

4,4841,726

歳 出 合 計

454,367歳 入 合 計

項 補正前の額 補 正 額 計
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議案第１２０号 

 

令和７年度釧路市病院事業会計補正予算 

 

（総則） 

第１条 令和７年度釧路市病院事業会計の補正予算は、次に定めるところに

よる。 

（収益的収入及び支出） 

第２条 令和７年度釧路市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第３

条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。 

（科   目）   （既決予定額）（補正予定額）（  計  ） 

収               入 

第１款 病 院 事 業 収 益 20,932,104千円 160,903千円 21,093,007千円 

第４項 特 別 利 益   120,001千円 160,903千円    280,904千円 

支               出 

第１款 病 院 事 業 費 用 21,886,613千円  128,561千円 22,015,174千円 

第１項 医 業 費 用 21,240,391千円  28,941千円 21,269,332千円 

第２項 医 業 外 費 用   339,886千円   △39千円    339,847千円 

第４項 特 別 損 失   187,855千円  99,659千円    287,514千円 

第３条 予算第１１条を第１２条とし、第６条から第１０条までを１条ずつ 

 繰り下げ、第５条の次に次の１条を加える。 

（債務負担行為） 

第６条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次の 

とおりと定める。 

事   項 期   間 限 度 額 

高等看護学院清掃業務委託費 
令和８年度から 

令和10年度まで 
6,215千円 

医療機械等整備費 
令和８年度から 

令和９年度まで 
450,000千円 
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（重要な資産の取得） 

第４条 予算第１２条に定めた重要な資産の取得を、次のとおり改める。 

区 分 種 類 名       称 数 量 

追 加 医療機械 
磁 気 共 鳴 断 層 撮 影 装 置 

厨 房 用 プ レ ハ ブ 冷 凍 冷 蔵 庫 

１ 式 

１ 式 

 

令和７年１２月４日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

- 54 -



収
益

的
収

入
及

び
支

出

収
　

　
　

入
（
単

位
　

千
円

）

1

4

3
そ

の
他

特
別

利
益

支
　

　
　

出
（
単

位
　

千
円

）

1

1

3
委

託
料

2

5
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税

4

3
そ

の
他

特
別

損
失

2
1
,0

9
3
,0

0
7

収
益

1
6
0
,9

0
3

1
6
0
,9

0
3

令
和

７
年

度
釧

路
市

病
院

事
業

会
計

補
正

予
算

実
施

計
画

1
6
0
,9

0
3

補
正

予
定

額
計

特
別

利
益

1
2
0
,0

0
1

2
8
0
,9

0
4

備
考

款
項

目
既

決
予

定
額

特
別

利
益

そ
の

他
0

1
6
0
,9

0
3

病
院

事
業

2
0
,9

3
2
,1

0
4

1
6
0
,9

0
3

計
備

考

病
院

事
業

2
1
,8

8
6
,6

1
3

1
2
8
,5

6
1

2
2
,0

1
5
,1

7
4

款
項

目
既

決
予

定
額

補
正

予
定

額

1
3
4
,5

1
3

9
9
,6

5
9

費
用

特
別

損
失

1
8
7
,8

5
5

9
9
,6

5
9

2
8
7
,5

1
4

△
 3

9
地

方
消

費
税

2
8
,9

4
1

医
業

外
費

用
3
3
9
,8

8
6

△
 3

9
3
3
9
,8

4
7

特
別

損
失

医
業

費
用

2
1
,2

4
0
,3

9
1

2
8
,9

4
1

2
1
,2

6
9
,3

3
2

経
費

4
,0

5
7
,8

8
6

2
8
,9

4
1

4
,0

8
6
,8

2
7

消
費

税
及

び
8
,9

0
0

△
 3

9
8
,8

6
1

そ
の

他
3
4
,8

5
4

9
9
,6

5
9

- 55 -



（
間

接
法

に
よ

り
作

成
）

１
業

務
活

動
に

よ
る

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・
フ

ロ
ー

当
年

度
純

利
益

（
△

は
損

失
）

減
価

償
却

費

固
定

資
産

除
却

費

有
形

固
定

資
産

売
却

損
益

（
△

は
益

）

退
職

給
付

引
当

金
の

増
減

額
（
△

は
減

少
）

貸
倒

引
当

金
の

増
減

額
（
△

は
減

少
）

長
期

前
受

金
戻

入
額

資
本

費
繰

入
収

益

修
学

資
金

給
与

費

長
期

前
払

消
費

税
の

増
減

額
（
△

は
増

加
）

受
取

利
息

及
び

受
取

配
当

金

支
払

利
息

未
収

金
の

増
減

額
（
△

は
増

加
）

貯
蔵

品
の

増
減

額
（
△

は
増

加
）

前
払

金
の

増
減

額
（
△

は
増

加
）

未
払

金
の

増
減

額
（
△

は
減

少
）

未
払

費
用

の
増

減
額

（
△

は
減

少
）

預
り

金
の

増
減

額
（
△

は
減

少
）

そ
の

他
流

動
負

債
の

増
減

額
（
△

は
減

少
）

小
計

利
息

及
び

配
当

金
の

受
取

額

利
息

の
支

払
額

業
務

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

２
投

資
活

動
に

よ
る

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・
フ

ロ
ー

有
形

固
定

資
産

の
取

得
に

よ
る

支
出

有
形

固
定

資
産

の
売

却
に

よ
る

収
入

国
庫

補
助

金
等

の
返

還
に

よ
る

支
出

一
般

会
計

又
は

他
の

特
別

会
計

か
ら

の
繰

入
金

に
よ

る
収

入

修
学

資
金

の
貸

付
に

よ
る

支
出

修
学

資
金

の
返

還
に

よ
る

収
入

基
金

の
積

立
に

よ
る

支
出

投
資

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

9
,1

8
0

△
 5

1

△
 6

,5
2
3
,9

7
0

1
2
7
,4

5
5

△
 6

1
,1

7
6

5
3

△
 1

5
9
,7

0
7

△
 8

1
6
,7

2
2

△
 6

,5
9
9
,0

7
9 1

△
 3

0
0

△
 6

5
7
,0

6
8

3
7
,9

0
8

△
 5

2
9
,9

1
4

△
 5

3

1
5
9
,7

0
7

△
 1

,5
8
2

1
,0

0
0

4
,5

6
5

△
 1

6
0
,9

0
3

△
 1

,5
0
0

△
 2

1
0
,0

8
7

△
 2

2
5
,1

3
9

△
 1

,4
3
0

1
,0

3
0

△
 1

2
7
,4

5
51

△
 1

4
,1

8
3

令
和

７
年

度
釧

路
市

病
院

事
業

予
定

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー
計

算
書

補
正

(
令

和
７

年
４

月
１

日
か

ら
令

和
８

年
３

月
３

１
日

ま
で

）

（
単

位
　

千
円

）

△
 9

3
0
,3

8
9

1
,2

0
6
,8

4
3

1
3
4
,5

1
3

- 56 -



３
財

務
活

動
に

よ
る

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・
フ

ロ
ー

一
時

借
入

れ
に

よ
る

収
入

一
時

借
入

金
の

返
済

に
よ

る
支

出

建
設

改
良

費
等

の
財

源
に

充
て

る
た

め
の

企
業

債
に

よ
る

収
入

建
設

改
良

費
等

の
財

源
に

充
て

る
た

め
の

企
業

債
の

償
還

に
よ

る
支

出

寄
附

金
に

よ
る

収
入

財
務

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

４
資

金
減

少
額

５
資

金
期

首
残

高

６
資

金
期

末
残

高

4
,6

0
8
,6

8
1

3
,3

2
5
,0

1
6

7
,2

5
8
,8

0
0

△
 1

,2
0
1
,7

7
4 1

6
,0

5
7
,0

2
7

1
,2

8
3
,6

6
5

4
,5

0
0
,0

0
0

△
 4

,5
0
0
,0

0
0
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千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

左
の

財
源

内
訳

8
0
7
,5
2
8

1
,6
9
3
,9
8
7

補 正 後
5
,3
0
5
,7
4
8

5
,0
6
5
,7
5
3

1
,3
8
3
,0
1
9

補 正 前

合
　
　
　
　
計

4
,8
4
9
,5
3
3

4
,6
0
9
,5
3
8

―

―
　

令
8
～
令
1
0

6
,2
1
5

0

0
3
2
8
,4
9
1

2
,0
7
0

1
,0
5
2
,4
5
8

―

6
,2
1
5

1
,7
9
2
,7
8
8

0

2
,2
4
9
,0
0
3

0

4
5
0
,0
0
0

9
8
5
,2
6
0

企
業
債

0
0

6
,2
1
5

0

道
補
助
金
高
等
看
護

学
院
収
益
医
業
収
益 ―
　

追 　 　 　 加

高
等
看
護
学
院

清
掃
業
務
委
託
費

6
,2
1
5

6
,2
1
5

―

企
業
債 ―
　

―
　

―
　

―
　

―
　

―
　

債
務

負
担

行
為

に
関

す
る

調
書

補
正

区
分

事
項

限
度

額
負

担
額

前
年
度
末
ま
で

の
支

払
義

務
発

生
見

込
額

当
該
年
度

左
の

財
源

内
訳

翌
年
度
以
降
の

支
払

義
務

発
生

予
定

額

道
補
助
金
高
等
看
護

学
院
収
益

医
業
収
益

期
間

金
額

支
払
義
務

発
生
予
定
額

期
間

金
額

金
額

医
療

機
械

等
整

備
費

4
5
0
,0
0
0

4
5
0
,0
0
0

―
―
　

―
　

―
　

0
―
　
令
8
～
令
9

4
5
0
,0
0
0

4
5
0
,0
0
0

0
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（
単

位
　

千
円

）

投
資

そ
の

他
の

資
産

合
計

当
年

度
未

処
分

利
益

剰
余

金

建
設

改
良

費
等

の
財

源
に

充
て

る
た

め
の

企
業

債

建
設

改
良

費
等

の
財

源
に

充
て

る
た

め
の

企
業

債
企

業
債

合
計

1
,1

8
2
,2

8
2

流
動

負
債

企
業

債

1
,1

8
2
,2

8
2

引
当

金
退

職
給

付
引

当
金

引
当

金
合

計

3
,4

8
0
,9

3
8

3
,4

8
0
,9

3
8

1
8
,3
2
2
,9
2
2

1
,7
1
7
,8
2
6

負
債

資
本

合
計

2
4
,4
8
2
,2
7
9

固
定

負
債

合
計

2
4
,4
8
2
,2
7
9

負
債

の
部

剰
余

金
合

計
資

本
合

計

固
定

負
債

企
業

債

1
4
,8

4
1
,9

8
4

企
業

債
合

計
1
4
,8

4
1
,9

8
4

資
産

合
計

未
収

金
3
,2

4
3
,4

4
6

他
会

計
負

担
金

貸
倒

引
当

金
△

 6
,0

0
0

3
,2

3
7
,4

4
6

貯
蔵

品
9
1
,1

4
2

流
動

資
産

合
計

6
,6
5
3
,6
0
4

剰
余

金
資

本
剰

余
金

受
贈

財
産

評
価

額

固
定

資
産

合
計

1
7
,8
2
8
,6
7
5

流
動

資
産

長
期

前
払

消
費

税
1
,1

0
7
,8

5
1

資
本

の
部

資
本

金
1
,2
8
8
,2
1
9

現
金

預
金

3
,3

2
5
,0

1
6

6
3
1
,6

2
7

投
資

そ
の

他
の

資
産

4
,4

7
8

引
当

金
合

計

△
 3

,8
6
2
,0

8
6

基
金

2
0
,2

1
3

1
,3

9
1
,7

7
8

負
債

合
計

出
資

金
1
,3

6
5

有
形

固
定

資
産

合
計

1
6
,4

3
2
,4

1
9

長
期

貸
付

金
2
6
2
,3

4
9

電
話

加
入

権

5
2
9
,3

9
9

無
形

固
定

資
産

4
,4

7
8

法
定

福
利

費
引

当
金

1
0
2
,2

2
8

無
形

固
定

資
産

合
計

有
形

固
定

資
産

4
0
,3

8
5
,0

5
5

預
り

金
6
1
,5

2
5

減
価

償
却

累
計

額
△

 2
3
,9

5
2
,6

3
6

引
当

金
賞

与
引

当
金

令
和
７
年
度
釧
路
市
病
院
事
業
予
定
貸
借
対
照
表
補
正

(
令
和
８
年
３
月
３
１
日
）

資
産

の
部

未
払

金
1
,7

1
3
,6

9
1

固
定

資
産

未
払

費
用

1
3
2

8
9
,4

4
6

資
本

剰
余

金
合

計
1
0
9
,5

9
7

利
益

剰
余

金
3
2
0
,0

1
0

利
益

剰
余

金
合

計
3
2
0
,0

1
0

4
2
9
,6
0
7

3
,5
8
9
,2
5
7

流
動

負
債

合
計

繰
延

収
益

4
,7

1
4
,3

6
0

長
期

前
受

金
収

益
化

累
計

額
繰

延
収

益
合

計
8
5
2
,2
7
4

2
2
,7
6
4
,4
5
3

1
8
,3

6
8

寄
附

金
1
,7

8
3
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注
記 Ⅰ

重
要

な
会

計
方

針
Ⅲ

セ
グ

メ
ン

ト
情

報
の

開
示

１
た

な
卸

資
産

の
評

価
基

準
及

び
評

価
方

法
１

報
告

セ
グ

メ
ン

ト
の

概
要

貯
蔵

品
　

先
入

先
出

法
に

よ
る

原
価

法
釧

路
市

病
院

事
業

会
計

は
、

市
立

釧
路

総
合

病
院

及
び

高
等

看
護

学
院

を
運

営
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

２
固

定
資

産
の

減
価

償
却

の
方

法
こ

の
２

つ
を

報
告

セ
グ

メ
ン

ト
と

し
て

い
る

。
(１

)
有

形
固

定
資

産
（
リ
ー

ス
資

産
を

除
く

。
）

な
お

、
各

報
告

セ
グ

メ
ン

ト
に

属
す

る
事

業
の

内
容

は
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。
・

減
価

償
却

の
方

法
定

額
法

に
よ

る
。

病
院

・
主

な
耐

用
年

数
看

護
師

養
成

建
物

1
0
～

4
7
年

２
報

告
セ

グ
メ

ン
ト
ご

と
の

営
業

収
益

等
構

築
物

1
0
～

5
0
年

前
年

度
（
自

　
令

和
６

年
４

月
１

日
　

至
　

令
和

７
年

３
月

３
１

日
）

器
械

備
品

 4
～

1
0
年

（
単

位
　

千
円

）
車

両
6
年

(２
)

リ
ー

ス
資

産
医

業
収

益
・

所
有

権
移

転
フ

ァ
イ

ナ
ン

ス
・
リ
ー

ス
取

引
に

係
る

リ
ー

ス
資

産
医

業
費

用
自

己
所

有
の

固
定

資
産

に
適

用
す

る
減

価
償

却
方

法
と

同
一

の
方

法
を

採
用

し
て

い
る

。
医

業
損

益
・

所
有

権
移

転
外

フ
ァ

イ
ナ

ン
ス

・
リ
ー

ス
取

引
に

係
る

リ
ー

ス
資

産
経

常
損

益
リ
ー

ス
期

間
を

耐
用

年
数

と
し

、
残

存
価

額
を

零
と

す
る

定
額

法
に

よ
る

。
セ

グ
メ

ン
ト
資

産
３

引
当

金
の

計
上

方
法

セ
グ

メ
ン

ト
負

債
(１

)
貸

倒
引

当
金

そ
の

他
の

項
目

債
権

の
不

納
欠

損
に

よ
る

損
失

に
備

え
る

た
め

、
当

事
業

年
度

末
に

お
け

る
回

収
不

能
見

込
み

額
他

会
計

繰
入

金
を

計
上

し
て

い
る

。
減

価
償

却
費

(２
)

退
職

給
付

引
当

金
特

別
利

益
職

員
の

退
職

手
当

の
支

給
に

備
え

る
た

め
、

当
事

業
年

度
末

に
お

け
る

退
職

手
当

の
要

支
給

額
に

特
別

損
失

相
当

す
る

金
額

を
計

上
し

て
い

る
。

高
等

看
護

学
院

に
つ

い
て

は
、

一
般

会
計

が
そ

の
全

部
を

負
担

す
有

形
固

定
資

産
及

び
る

こ
と

と
な

っ
て

い
る

た
め

、
計

上
し

て
い

な
い

。
無

形
固

定
資

産
の

増
加

額
(３

)
賞

与
引

当
金

職
員

の
期

末
・
勤

勉
手

当
の

支
給

に
備

え
る

た
め

、
当

事
業

年
度

末
に

お
け

る
支

給
見

込
額

に
基

当
年

度
（
自

　
令

和
７

年
４

月
１

日
　

至
　

令
和

８
年

３
月

３
１

日
）

づ
き

、
当

事
業

年
度

の
負

担
に

属
す

る
額

を
計

上
し

て
い

る
。

 高
等

看
護

学
院

に
つ

い
て

は
、

一
般

（
単

位
　

千
円

）
会

計
が

そ
の

全
部

を
負

担
す

る
こ

と
と

な
っ

て
い

る
た

め
、

計
上

し
て

い
な

い
。

(４
)

法
定

福
利

費
引

当
金

セ
グ

メ
ン

ト
資

産
職

員
の

期
末

・
勤

勉
手

当
に

係
る

法
定

福
利

費
の

支
出

に
備

え
る

た
め

、
当

事
業

年
度

末
に

お
け

セ
グ

メ
ン

ト
負

債
る

支
出

見
込

額
に

基
づ

き
、

当
事

業
年

度
の

負
担

に
属

す
る

額
を

計
上

し
て

い
る

。
高

等
看

護
学

院
そ

の
他

の
項

目
に

つ
い

て
は

、
一

般
会

計
が

そ
の

全
部

を
負

担
す

る
こ

と
と

な
っ

て
い

る
た

め
、

計
上

し
て

い
な

い
。

他
会

計
繰

入
金

４
消

費
税

等
の

会
計

処
理

減
価

償
却

費
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
の

会
計

処
理

は
税

抜
方

式
に

よ
っ

て
い

る
。

な
お

、
控

除
対

象
外

消
費

税
特

別
利

益
等

に
つ

い
て

は
、

当
事

業
年

度
の

費
用

と
し

て
処

理
し

て
い

る
。

 た
だ

し
、

固
定

資
産

に
係

る
控

除
対

象
特

別
損

失
外

消
費

税
等

に
つ

い
て

は
、

長
期

前
払

消
費

税
勘

定
に

計
上

し
、

償
却

を
行

っ
て

い
る

。
有

形
固

定
資

産
及

び
無

形
固

定
資

産
の

増
加

額
Ⅱ

予
定

貸
借

対
照

表
等

関
連

１
企

業
債

の
償

還
に

係
る

他
会

計
の

負
担

Ⅳ
そ

の
他

貸
借

対
照

表
に

計
上

さ
れ

て
い

る
企

業
債

（
当

事
業

年
度

の
末

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
年

以
内

１
貸

倒
引

当
金

の
取

り
崩

し
に

償
還

予
定

の
も

の
も

含
む

。
）
の

う
ち

、
「
病

院
事

業
に

対
す

る
繰

出
基

準
」
に

基
づ

き
、

一
般

会
計

が
当

事
業

年
度

に
お

い
て

、
不

納
欠

損
処

分
を

す
る

た
め

貸
倒

引
当

金
7
,5

0
0
千

円
を

取
り

崩
す

。
負

担
す

る
と

見
込

ま
れ

る
額

は
8
,0

1
2
,1

3
3
千

円
で

あ
る

。
２

退
職

給
付

引
当

金
の

取
り

崩
し

当
事

業
年

度
に

お
い

て
、

退
職

手
当

を
支

給
す

る
た

め
退

職
給

付
引

当
金

3
2
7
,4

6
6
千

円
を

取
り

崩
す

。
３

賞
与

引
当

金
、

法
定

福
利

費
引

当
金

の
取

り
崩

し
当

事
業

年
度

に
お

い
て

、
期

末
・
勤

勉
手

当
を

支
給

す
る

た
め

賞
与

引
当

金
5
2
9
,3

9
9
千

円
を

取
り

崩
し

、
こ

れ
に

係
る

法
定

福
利

費
引

当
金

1
0
2
,2

2
8
千

円
を

取
り

崩
す

。

5
,3

0
1
,7

2
1

0
5
,3

0
1
,7

2
1

2
8
0
,9

0
4

0
2
8
0
,9

0
4

2
8
7
,5

1
4

0
2
8
7
,5

1
4

1
,3

6
0
,4

9
3

7
4
,8

8
3

1
,4

3
5
,3

7
6

1
,2

0
6
,8

4
3

0
1
,2

0
6
,8

4
3

2
2
,7

6
4
,4

5
3

0
2
2
,7

6
4
,4

5
3

市
立

釧
路

総
合

病
院

高
等

看
護

学
院

合
　

計
2
4
,4

8
2
,2

7
9

0
2
4
,4

8
2
,2

7
9

1
4
5
,2

0
8

0
1
4
5
,2

0
8

7
8
6
,9

1
7

0
7
8
6
,9

1
7

1
,1

7
1
,7

5
6

0
1
,1

7
1
,7

5
6

7
7
,0

8
9

0
7
7
,0

8
9

1
,4

8
0
,0

0
0

6
9
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議案第１２１号 

 

釧路市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担

に関する条例の一部を改正する条例 

 

釧路市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条

例（平成１７年釧路市条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

第８条中「７円７３銭」を「８円３８銭」に改める。 

第１１条中「５４１円３１銭」を「５８６円８８銭」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の釧路市の議会の議員及び長の選挙における選挙

運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日（以下「施行

日」という。）以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の

前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。 

 

令和７年１２月４日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

公職選挙法施行令の一部改正に伴い、選挙運動のためのビラ及びポスター

の作成に係る公費負担の限度額を引き上げたく、本案を提出するものである。 
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議案第１２２号 

 

釧路市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例 

 

釧路市職員等の旅費に関する条例（平成１７年釧路市条例第６６号）の一

部を次のように改正する。 

目次及び第１章の章名を削る。 

第２条第１号中「勤務場所」の次に「（任命権者又はその委任を受けた者

（以下「旅行命令権者」という。）が認める場合には、その住所、居所その

他旅行命令権者が認める場所）」を加え、「住居」を「住所又は居所」に改

め、同条第２号中「された職員」の次に「（本市の要請により職員となった

者その他市長が特に必要と認める者に限る。）」を加え、「住居から」を「

住所若しくは居所から」に改め、同条第３号中「根拠地」を「根拠」に改め、

同条第４号中「扶養親族 」を「家族 内国旅行（本邦（本州、北海道、四

国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。）におけ

る旅行をいう。以下同じ。）にあっては」に、「主として職員の収入によっ

て生計を維持している者」を「職員と生計を一にするものをいい、外国旅行

（本邦と外国（本邦以外の領域（公海を含む。）をいう。以下同じ。）との

間における旅行及び外国における旅行をいう。以下同じ。）にあっては職員

の配偶者及び子で職員と生計を一にするもの」に改め、同条に次の１号を加

える。 

(6) 旅行役務提供者 旅行業者（旅行業法（昭和２７年法律第２３９号）

第６条の４第１項に規定する旅行業者をいう。）その他の規則で定める

者（以下この号において「旅行業者等」という。）であって、市と旅行

役務提供契約（旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の規則で

定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等

に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約

をいう。以下同じ。）を締結したものをいう。 
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第３条第３項中「出張し、又は赴任のため」を「出張又は赴任のための」

に改め、同条第４項中「勤続２年以上の」を削り、同条第５項中「市の機関

の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行」を「出張」に改め、同条に

次の３項を加える。 

６ 前各項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、出張命令若

しくは出張依頼の変更（取消しを含む。）を受け、又は死亡した場合その

他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者

の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として

支給することができる。 

７ 前各項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災

その他規則で定める事情により概算払を受けた旅費額（概算払を受けなか

った場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額）の全

部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定

める金額を旅費として支給することができる。 

８ 第１項から第６項までに規定する場合において、市が旅行役務提供契約

に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規

定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該

金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。 

第４条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「（旅費の計算）」を付

する。 

第５条から第７条までを次のように改める。 

第５条から第７条まで 削除 

第２章の章名を削る。 

第８条から第１０条までを次のように改める。 

（旅費の種目） 

第８条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、車賃、航空賃、その他の交通費、宿

泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費及び渡航

雑費とする。 
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（鉄道賃） 

第９条 鉄道賃は、鉄道（鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第２条第

１項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法（大正１０年法律第

７６号）第１条第１項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するも

のその他これらに類するものをいう。以下同じ。）を利用する移動に要す

る費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号から第５号までに掲げる

費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のた

め特に必要とするものに限る。）の額の合計額とする。 

(1) 運賃 

(2) 急行料金 

(3) 寝台料金 

(4) 座席指定料金 

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道に

より移動する場合には、最下級の運賃の額とする。 

（船賃） 

第１０条 船賃は、船舶（海上運送法（昭和２４年法律第１８７号）第２条

第２項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相

当するものその他これらに類するものをいう。以下同じ。）を利用する移

動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号から第４号まで

に掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、

公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計額とする。 

(1) 運賃 

(2) 寝台料金 

(3) 座席指定料金 

(4) 前３号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶に

より移動する場合には、最下級の運賃の額とする。 
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第１１条第１項本文を次のように改め、同条第３項を削る。 

車賃は、公務について自家用自動車（道路運送車両法（昭和２６年法律

第１８５号）第３条に規定する自動車のうち普通自動車、小型自動車及び

軽自動車であって、二輪自動車（側車付二輪自動車を含む。）を除くもの

をいう。以下同じ。）（市長が認めるものに限る。）を利用する移動に要

する費用とし、その額は、路程１キロメートルにつき規則で定める定額と

する。 

第１２条から第１６条までを次のように改める。 

（航空賃） 

第１２条 航空賃は、航空機（航空法（昭和２７年法律第２３１号）第２条

第１８項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれ

に相当するものその他これらに類するものをいう。以下同じ。）を利用す

る移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号及び第３号

に掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、

公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計額とする。 

(1) 運賃 

(2) 座席指定料金 

(3) 前２号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機

により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。 

（その他の交通費） 

第１３条 その他の交通費は、鉄道、船舶、自家用自動車（第３号に規定す

るものを除く。）及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その

額は、次に掲げる費用（第２号から第４号までに掲げる費用は、公務のた

め特に必要とするものに限る。）の額の合計額とする。 

(1) 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号イに掲げる一

般乗合旅客自動車運送事業（路線を定めて定期に運行する自動車により

乗合旅客の運送を行うものに限る。）の用に供する自動車（外国におけ
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るこれに相当するものを含む。）を利用する移動に要する運賃 

(2) 道路運送法第３条第１号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用

に供する自動車（外国におけるこれに相当するものを含む。）その他の

旅客を運送する交通手段（前号に規定する自動車を除く。）を利用する

移動に要する運賃 

(3) 前２号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第８０条第１項

の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車（外国におけるこ

れに相当するものを含む。）の賃料その他の移動に直接要する費用 

(4) 前３号に掲げる費用に付随する費用 

（宿泊費） 

第１４条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国家公務

員等の旅費支給規程（昭和２５年大蔵省令第４５号。以下「財務省令」と

いう。）別表第２に定める旅行先の区分に応じ、同表の職務の級が１０級

以下の者の欄に定める額（以下「宿泊費基準額」という。）とする。ただ

し、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当

該宿泊に要する費用の額とする。 

（包括宿泊費） 

第１５条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われ

る費用とし、その額は、当該移動に係る第９条、第１０条、第１２条及び

第１３条の規定による費用の額並びに当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計

額とする。 

（宿泊手当） 

第１６条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用

とし、その額は、財務省令別表第３に定める１夜当たりの定額とする。 

２ 宿泊手当の額は、第１４条の規定により支給される宿泊費又は前条の規

定により支給される包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当する

ときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。 

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 
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前項で定める定額の３分の２の額 

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定め

る定額の３分の１の額 

３ 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前２項の規定にかかわらず、

その移動の到着地に応じ、財務省令別表第３に定める額とする。ただし、

当該移動に係り支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費（包

括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。）に食費に

相当するものが含まれる場合には、当該額の３分の１の額とする。 

４ 旅行者が、旅行中自宅（住所又は居所若しくはこれに相当する場所をい

う。）に宿泊する場合には、前３項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給

しない。 

第３章の章名を削る。 

第１７条から第１９条までを次のように改める。 

（転居費） 

第１７条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用（第１９条第１項第１号

又は第２号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。）とし、そ

の額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とす

る。 

（着後滞在費） 

第１８条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、そ

の額は、内国旅行にあっては５夜分を、外国旅行にあっては１０夜分を限

度として、規則で定める夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当す

る額とする。 

（家族移転費） 

第１９条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額

は、次に掲げる額とする。 

(1) 赴任の際家族（赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。

以下この号及び次号において同じ。）を職員の新居住地に移転する場合
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には、家族１人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した鉄道

賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、

着後滞在費及び渡航雑費の合計額に相当する額 

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日か

ら１年以内に家族を職員の居住地（赴任後家族を移転するまでの間に更

に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地）に移転

する場合には、前号の規定に準じて計算した額 

２ 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある

場合には、前項第２号に規定する期間を延長することができる。 

３ 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転

する場合における家族移転費の計算については、その子を赴任を命ぜられ

た日における同居の家族とみなして第１項の規定を適用する。 

第４章の章名を削る。 

第２０条から第２３条までを次のように改める。 

（渡航雑費） 

第２０条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に

係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出

国税その他外国旅行に必要なものとして規則で定める費用の額とする。 

第２１条から第２３条まで 削除 

第５章の章名を削る。 

第２４条第１項中「第３条第３項」の次に「又は第４項」を加え、「次に

掲げる旅費とする」を「出張又は赴任の例に準じて規則で定める」に改め、

同項各号を削り、同条第３項を削る。 

第２５条を次のように改める。 

第２５条 削除 

第２６条中「普通旅費及び移転旅費」を「旅費」に改める。 

第２８条を次のように改める。 

（旅費の支給額の上限） 
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第２８条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費（家族移転費のうちこ

れらに相当する部分を含む。）に係る旅費の支給額は、第９条第１項各号、

第１０条第１項各号、第１２条第１項各号及び第１３条各号に掲げる各費

用について、当該各条及び第４条の規定により計算した額と現に支払った

額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。 

２ 宿泊費、包括宿泊費、転居費、家族移転費（宿泊手当及び着後滞在費に

相当する部分を除く。）及び渡航雑費に係る旅費の支給額は、当該各種目

について第１４条、第１５条、第１７条、第１９条第１項及び第２０条並

びに第４条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種

目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。 

第２９条第２項中「別に定める」を「必要と認める」に改める。 

第３０条を第３１条とし、第２９条の次に次の１条を加える。 

（旅費の返納） 

第３０条 市長は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこの条例に基

づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受

けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。 

２ 旅行者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反して旅費の支

給を受けた場合には、市長は、前項に規定する返納に代えて、市長がその

後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該

旅費に相当する金額を差し引くことができる。 

３ 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。 

別表第１から別表第３までを削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の釧路市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の

日（以下「施行日」という。）以後に出発する旅行から適用し、施行日前
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に出発した旅行については、なお従前の例による。 

（釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正） 

３ 釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（平成１７年釧

路市条例第５５号）の一部を次のように改正する。 

第５条第１項中「支給」の次に「するものとし、その額は、路程１キロ

メートルにつき３７円と」を加え、同項後段を次のように改める。 

 この場合において、交通費は全路程を通算して計算することとし、通

算した路程に１キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨

てる。 

第５条中第３項を削り、第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を

加える。 

２ 前項の交通費について、議長等が官用又は公用の交通機関を利用して

旅行し、路程の全部又は一部について交通費を必要としない場合には、

その必要としない部分の交通費は、これを支給しない。 

第５条第４項中「に定めるもののほか、」を「の規定により」に、「一

般職の職員に支給する旅費」を「釧路市職員等の旅費に関する条例（平成

１７年釧路市条例第６６号）」に改める。 

（釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に伴

う経過措置） 

４ 前項の規定による改正後の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に

関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出

発した旅行については、なお従前の例による。 

（釧路市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正） 

５ 釧路市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（

平成１７年釧路市条例第５６号）の一部を次のように改正する。 

第２条第３項中「前２項」を「第１項」に、「及び旅費の額は、」を「

の額は」に、「とする」を「とし、第２項の規定により支給する旅費の額
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は釧路市職員等の旅費に関する条例（平成１７年釧路市条例第６６号）の

例による」に改め、同条第４項中「特別職の職員（」を「前項の規定にか

かわらず、特別職の職員（」に、「の日額旅費を」を「を日額の旅費とし

て」に改め、同項に次のただし書を加える。 

ただし、公務のため特に必要がある場合で、市長がこの規定によりが

たいと認めたときは、旅費として市長が別に定める額を支給するものと

する。 

別表第１旅費額の欄を削り、同表備考を次のように改める。 

備考 職務の特殊性等により第２５項の月額報酬額で任用しがたい場合

には、釧路市職員の給与に関する条例（平成１７年釧路市条例第６５

号）別表第１又は別表第２に定める給料月額の最高額を超えない範囲

内で、市長が別に定める。 

（釧路市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正に伴う経過措置） 

６ 前項の規定による改正後の釧路市特別職の職員で非常勤のものの報酬及

び費用弁償に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、

同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。 

（釧路市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正） 

７ 釧路市証人等の実費弁償に関する条例（平成１７年釧路市条例第５７号

）の一部を次のように改正する。 

第３条第２号中「（日当を除く。）」を削る。 

（釧路市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

８ 前項の規定による改正後の釧路市証人等の実費弁償に関する条例の規定

は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行につい

ては、なお従前の例による。 

（釧路市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正） 

９ 釧路市教育委員会教育長の給与等に関する条例（平成１７年釧路市条例

第６４号）の一部を次のように改正する。 
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第４条を次のように改める。 

（旅費額） 

第４条 教育長の旅費額及びその支給方法については、釧路市職員等の旅

費に関する条例（平成１７年釧路市条例第６６号）を準用する。 

（釧路市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措

置） 

１０ 前項の規定による改正後の釧路市教育委員会教育長の給与等に関する

条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した

旅行については、なお従前の例による。 

（釧路市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正） 

１１ 釧路市会計年度任用職員の給与等に関する条例（令和元年釧路市条例

第１１号）の一部を次のように改正する。 

第１９条第４項を削る。 

（釧路市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措

置） 

１２ 前項の規定による改正後の釧路市会計年度任用職員の給与等に関する

条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した

旅行については、なお従前の例による。 

（釧路市語学指導外国青年招致に関する条例の一部改正） 

１３ 釧路市語学指導外国青年招致に関する条例（平成１７年釧路市条例第

２４２号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項中「。次項において「旅費条例」という。」を削り、同条

第２項を削る。 

（釧路市語学指導外国青年招致に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

１４ 前項の規定による改正後の釧路市語学指導外国青年招致に関する条例

の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行

については、なお従前の例による。 

（委任） 
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１５ 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規

則で定める。 

 

令和７年１２月４日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

国家公務員の旅費制度の見直し等を勘案し、本市職員等の旅費の種目等に

ついて所要の改正をいたしたく、本案を提出するものである。 
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議案第１２３号 

 

釧路市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の

一部を改正する条例 

 

釧路市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例（平成２６年

釧路市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

第１２条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改

める。 

第１７条第２項中「児童相談所等における乳児又は幼児（以下「乳幼児」

という。）の利用開始前の健康診断」を「次の表の左欄に掲げる健康診断又

は健康診査（母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１２条又は第１３

条に規定する健康診査をいう。同表において同じ。）（以下この項において

「健康診断等」という。）」に、「が利用乳幼児に対する利用開始時の」を

「等がそれぞれ同表の右欄に掲げる」に、「、利用開始時の」を「、同欄に

掲げる」に、「児童相談所等における乳幼児の利用開始前の健康診断」を

「それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断等」に改め、同項に次の表を加える。 

児童相談所等における乳児又は幼

児（以下「乳幼児」という。）の

利用開始前の健康診断 

利用乳幼児に対する利用開始時の

健康診断 

乳幼児に対する健康診査 利用開始時の健康診断、定期の健

康診断又は臨時の健康診断 

 第２３条第２項中「した保育士」の次に「（法第１８条の２７第１項に規

定する認定地方公共団体（以下「認定地方公共団体」という。）の区域内に

ある家庭的保育事業を行う場所にあっては、保育士又は当該認定地方公共団

体の区域に係る法第１８条の２９に規定する地域限定保育士（以下「地域限

定保育士」という。））」を加える。 

 第２９条第１項中「保育士」の次に「（認定地方公共団体の区域内にある

小規模保育事業所Ａ型にあっては、保育士又は当該認定地方公共団体の区域
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に係る地域限定保育士。次項において同じ。）」を加える。 

 第３１条第１項中「保育士」の次に「（認定地方公共団体の区域内にある

小規模保育事業所Ｂ型にあっては、保育士又は当該認定地方公共団体の区域

に係る地域限定保育士。次項において同じ。）」を加える。 

 第４４条第１項中「保育士」の次に「（認定地方公共団体の区域内にある

保育所型事業所内保育事業所にあっては、保育士又は当該認定地方公共団体

の区域に係る地域限定保育士。次項において同じ。）」を加える。 

 第４７条第１項中「保育士」の次に「（認定地方公共団体の区域内にある

小規模型事業所内保育事業所にあっては、保育士又は当該認定地方公共団体

の区域に係る地域限定保育士。次項において同じ。）」を加える。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

令和７年１２月４日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、利用乳

幼児の健康診断及び家庭的保育事業等に係る職員に必要な資格について所要

の改正を行うとともに、規定の整備をいたしたく、本案を提出するものであ

る。 
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議案第１２４号 

 

釧路市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例 

 

目次 

 第１章 総則（第１条－第１９条） 

 第２章 乳児等通園支援事業 

  第１節 通則（第２０条） 

  第２節 一般型乳児等通園支援事業（第２１条－第２４条） 

  第３節 余裕活用型乳児等通園支援事業（第２５条・第２６条） 

 第３章 雑則（第２７条） 

 附則 

   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」

という。）第３４条の１６第１項の規定に基づき、市長の監督に属する乳

児等通園支援事業（法第６条の３第２３項に規定する乳児等通園支援事業

をいう。以下同じ。）の設備及び運営についての基準（以下「設備運営基

準」という。）を定めるものとする。 

（設備運営基準の目的） 

第２条 設備運営基準は、明るく衛生的な環境において、素養があり、かつ、

適切な訓練を受けた職員（乳児等通園支援事業を行う事業所（以下「乳児

等通園支援事業所」という。）の管理者を含む。以下同じ。）が乳児等通

園支援（乳児等通園支援事業として行う法第６条の３第２３項の乳児又は

幼児への遊び及び生活の場の提供並びにその保護者への面談及び当該保護

者への援助をいう。以下同じ。）を提供することにより、乳児等通園支援

事業を利用している乳児又は幼児（以下「利用乳幼児」という。）が、心

身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。 
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（設備運営基準の向上） 

第３条 市長は、釧路市子ども・子育て会議条例（平成２５年釧路市条例第

３４号）の規定により設置された釧路市子ども・子育て会議の意見を聴き、

その監督に属する乳児等通園支援事業を行う者（以下「乳児等通園支援事

業者」という。）に対し、設備運営基準を超えて、その設備及び運営を向

上させるように勧告することができる。 

２ 市は、設備運営基準を常に向上させるように努めるものとする。 

（設備運営基準と乳児等通園支援事業者） 

第４条 乳児等通園支援事業者は、設備運営基準を超えて、常に、その設備

及び運営を向上させなければならない。 

２ 設備運営基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている乳児等通園支

援事業者においては、設備運営基準を理由として、その設備又は運営を低

下させてはならない。 

（乳児等通園支援事業者の一般原則） 

第５条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の人権に十分配慮するととも

に、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、地域社会との交流及び連携を図り、利用乳幼

児の保護者及び地域社会に対し、その行う乳児等通園支援事業の運営の内

容を適切に説明するよう努めなければならない。 

３ 乳児等通園支援事業者は、自らその提供する乳児等通園支援の質の評価

を行い、常にその改善を図らなければならない。 

４ 乳児等通園支援事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、その

結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。 

５ 乳児等通園支援事業所には、法に定める事業の目的を達成するために必

要な設備を設けなければならない。 

６ 乳児等通園支援事業所の構造設備は、採光、換気等利用乳幼児の保健衛

生及び利用乳幼児に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなけれ

ばならない。 
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（乳児等通園支援事業者と非常災害） 

第６条 乳児等通園支援事業者は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他

非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を

立て、これに対する不断の注意と訓練（次項の訓練を除く。）をするよう

に努めなければならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、少なくとも毎月１回、避難及び消火に関する

訓練を行わなければならない。 

（安全計画の策定等） 

第７条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、乳

児等通園支援事業所ごとに、当該乳児等通園支援事業所の設備の安全点検、

職員、利用乳幼児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた乳児等通

園支援事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員

の研修及び訓練その他乳児等通園支援事業所における安全に関する事項に

ついての計画（以下この条において「安全計画」という。）を策定し、当

該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、職員に対し、安全計画について周知するとと

もに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との

連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等につ

いて周知しなければならない。 

４ 乳児等通園支援事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応

じて安全計画の変更を行うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第８条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の事業所外での活動、取組等

のための移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは、

利用乳幼児の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を確実

に把握することができる方法により、利用乳幼児の所在を確認しなければ

ならない。 
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２ 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車（運転

者席及びこれと並列の座席並びにこれらより１つ後方に備えられた前向き

の座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程

度に利用乳幼児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。）

を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼

児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確

認（利用乳幼児の降車の際に限る。）を行わなければならない。 

（乳児等通園支援事業所の職員の一般的要件） 

第９条 乳児等通園支援事業所の職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性

と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童

福祉事業の理論及び実際について訓練を受けたものでなければならない。 

（乳児等通園支援事業所の職員の知識及び技能の向上等） 

第１０条 乳児等通園支援事業所の職員は、常に自己研鑽
さん

に励み、法に定め

る事業の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上

に努めなければならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、職員に対し、その資質の向上のための研修の

機会を確保しなければならない。 

（他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準） 

第１１条 乳児等通園支援事業所は、他の社会福祉施設等を併せて設置する

ときは、その行う乳児等通園支援に支障がない場合に限り、必要に応じ当

該乳児等通園支援事業所の設備及び職員の一部を併せて設置する他の社会

福祉施設等の設備及び職員に兼ねることができる。 

（利用乳幼児を平等に取り扱う原則） 

第１２条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の国籍、信条、社会的身分

又は利用に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしては

ならない。 

（虐待等の禁止） 

第１３条 乳児等通園支援事業所の職員は、利用乳幼児に対し、法第３３条
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の１０第１項各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響

を与える行為をしてはならない。 

（衛生管理等） 

第１４条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の使用する設備、食器等又

は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置

を講じなければならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、乳児等通園支援事業所において感染症又は食

中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒

の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防

止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。 

３ 乳児等通園支援事業所には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとと

もに、それらの管理を適正に行わなければならない。 

（食事） 

第１５条 乳児等通園支援事業者は、食事の提供を行う場合（施設外で調理

し運搬する方法により行う場合を含む。）においては、当該施設において

行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備

えなければならない。 

（乳児等通園支援事業所内部の規程） 

第１６条 乳児等通園支援事業者は、次に掲げる乳児等通園支援事業の運営

についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

(1) 乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針 

(2) 提供する乳児等通園支援の内容 

(3) 職員の職種、員数及び職務の内容 

(4) 乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日 

(5) 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額 

(6) 利用定員 

(7) 乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項その他の利用

に当たっての留意事項 
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(8) 緊急時等における対応方法 

(9) 非常災害対策 

(10)虐待の防止のための措置に関する事項 

(11)その他乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項 

（乳児等通園支援事業所に備える帳簿） 

第１７条 乳児等通園支援事業所には、職員、財産、収支及び利用乳幼児の

処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。 

（秘密保持等） 

第１８条 乳児等通園支援事業所の職員は、正当な理由がなく、その業務上

知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その

業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、

必要な措置を講じなければならない。 

（苦情への対応） 

第１９条 乳児等通園支援事業者は、その行った乳児等通園支援に関する利

用乳幼児又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、

苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければな

らない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、その行った乳児等通園支援に関し、市からの

指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行

わなければならない。 

第２章 乳児等通園支援事業 

第１節 通則 

（乳児等通園支援事業の区分） 

第２０条 乳児等通園支援事業は、一般型乳児等通園支援事業及び余裕活用

型乳児等通園支援事業とする。 

２ 一般型乳児等通園支援事業とは、乳児等通園支援事業であって次項に定

めるものに該当しないものをいう。 
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３ 余裕活用型乳児等通園支援事業とは、保育所、認定こども園（就学前の

子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１

８年法律第７７号）第２条第６項に規定する認定こども園をいい、保育所

であるものを除く。以下同じ。）又は家庭的保育事業等（法第２４条第２

項に規定する家庭的保育事業等をいい、居宅訪問型保育事業（法第６条の

３第１１項に規定する居宅訪問型保育事業をいう。以下同じ。）を除く。

以下同じ。）を行う事業所において、当該施設又は事業を利用する児童の

数（以下この項において「利用児童数」という。）がその施設又は事業に

係る利用定員（子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２７

条第１項又は第２９条第１項の確認において定める利用定員をいう。）の

総数に満たない場合であって、当該利用定員の総数から当該利用児童数を

除いた数以下の数の乳幼児を対象として行う乳児等通園支援事業をいう。 

第２節 一般型乳児等通園支援事業 

（設備の基準） 

第２１条 一般型乳児等通園支援事業を行う事業所（以下「一般型乳児等通

園支援事業所」という。）の設備の基準は、次のとおりとする。 

(1) 乳児又は満２歳に満たない幼児を利用させる一般型乳児等通園支援事

業所には、乳児室又はほふく室及び便所を設けること。 

(2) 乳児室の面積は、乳児又は前号に規定する幼児１人につき１．６５平

方メートル以上であること。 

(3) ほふく室の面積は、乳児又は第１号に規定する幼児１人につき３．３

平方メートル以上であること。 

(4) 乳児室又はほふく室には、乳児等通園支援の提供に必要な用具を備え

ること。 

(5) 満２歳以上の幼児を利用させる一般型乳児等通園支援事業所には、保

育室又は遊戯室及び便所を設けること。 

(6) 保育室又は遊戯室の面積は、前号に規定する幼児１人につき１．９８

平方メートル以上であること。 
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(7) 保育室又は遊戯室には、乳児等通園支援の提供に必要な用具を備える

こと。 

(8) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室（以下「保育室等」という。）

を２階に設ける建物は、次のア、イ及びカに掲げる要件に、保育室等を

３階以上に設ける建物は、次のアからクまでに掲げる要件に該当するも

のであること。 

ア 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第９号の２に規定

する耐火建築物又は同条第９号の３に規定する準耐火建築物であるこ

と。 

イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の

中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備

が１以上設けられていること。 

階 区分 施設又は設備 

２階 常用 １ 屋内階段 

２ 屋外階段 

避難用 １ 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８

号）第１２３条第１項各号又は同条第３項各号

に規定する構造の屋内階段 

２ 待避上有効なバルコニー 

３ 建築基準法第２条第７号の２に規定する準耐

火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 

４ 屋外階段 

３階 常用 １ 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は

同条第３項各号に規定する構造の屋内階段 

２ 屋外階段 

避難用 １ 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は

同条第３項各号に規定する構造の屋内階段 

２ 建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造

の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 

３ 屋外階段 

４階以

上の階 

常用 １ 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は

同条第３項各号に規定する構造の屋内階段 

２ 建築基準法施行令第１２３条第２項各号に規

定する構造の屋外階段 
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避難用 

 

 

  

１ 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は

同条第３項各号に規定する構造の屋内階段（た

だし、同条第１項の場合においては、当該階段 

の構造は、建築物の１階から保育室等が設けら

れている階までの部分に限り、屋内と階段室と

は、バルコニー又は付室（階段室が同条第３項

第２号に規定する構造を有する場合を除き、同

号に規定する構造を有するものに限る。）を通

じて連絡することとし、かつ、同項第３号、第

４号及び第１０号を満たすものとする。） 

２ 建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造

の屋外傾斜路 

  ３ 建築基準法施行令第１２３条第２項各号に規

定する構造の屋外階段 

ウ イに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保

育室等の各部分からその一に至る歩行距離が３０メートル以下となる

ように設けられていること。 

エ 一般型乳児等通園支援事業所に調理設備（次に掲げる要件のいずれ

かに該当するものを除く。以下このエにおいて同じ。）を設ける場合

には、当該調理設備以外の部分と一般型乳児等通園支援事業所の調理

設備の部分が建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の床若しく

は壁又は建築基準法施行令第１１２条第１項に規定する特定防火設備

で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設

備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部

分に防火上有効にダンパーが設けられていること。 

(ｱ) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設

けられていること。 

(ｲ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、

当該調理設備の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じら

れていること。 

オ 一般型乳児等通園支援事業所の壁及び天井の室内に面する部分の仕
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上げを不燃材料でしていること。 

カ 保育室等その他乳幼児が出入りし、又は通行する場所に、乳幼児の

転落事故を防止する設備が設けられていること。 

キ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備

が設けられていること。 

ク 一般型乳児等通園支援事業所のカーテン、敷物、建具等で可燃性の

ものについて防炎処理が施されていること。 

（職員） 

第２２条 一般型乳児等通園支援事業所には、保育士（法第１８条の２７第

１項に規定する認定地方公共団体の区域内にある一般型乳児等通園支援事

業所にあっては、保育士又は当該認定地方公共団体の区域に係る法第１８

条の２９に規定する地域限定保育士。以下この条において同じ。）その他

乳児等通園支援に従事する職員として市長が行う研修（市長が指定する都

道府県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了した者（以下この条

において「乳児等通園支援従事者」という。）を置かなければならない。 

２ 乳児等通園支援従事者の数は、乳児おおむね３人につき１人以上、満１

歳以上満３歳未満の幼児おおむね６人につき１人以上とし、そのうち半数

以上は保育士とする。ただし、一般型乳児等通園支援事業所１につき２人

を下ることはできない。 

３ 第１項に規定する乳児等通園支援従事者は、専ら当該一般型乳児等通園

支援事業に従事するものでなければならない。ただし、次の各号のいずれ

かに該当する場合は、専ら当該一般型乳児等通園支援事業に従事する職員

を１人とすることができる。 

(1) 当該一般型乳児等通園支援事業と保育所、幼稚園、認定こども園その

他の施設又は事業（以下「保育所等」という。）とが一体的に運営され

ている場合であって、当該一般型乳児等通園支援事業を行うに当たって

当該保育所等の職員（保育その他の子育て支援に従事する職員に限る。

）による支援を受けることができ、かつ、専ら当該一般型乳児等通園支
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援事業に従事する職員が保育士であるとき。 

(2) 当該一般型乳児等通園支援事業を利用している乳幼児の人数が３人以

下である場合であって、保育所等を利用している乳幼児の保育が現に行

われている乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室において当該一般型乳

児等通園支援事業が実施され、かつ、当該一般型乳児等通園支援事業を

行うに当たって当該保育所等の保育士による支援を受けることができる

とき。 

（乳児等通園支援の内容） 

第２３条 一般型乳児等通園支援事業における乳児等通園支援は、児童福祉

施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号）第３５

条に規定する内閣総理大臣が定める指針に準じ、乳児等通園支援事業の特

性に留意して、利用乳幼児及びその保護者の心身の状況等に応じて提供さ

れなければならない。 

（保護者との連絡） 

第２４条 一般型乳児等通園支援事業を行う者は、利用乳幼児の保護者と密

接な連絡をとり、乳児等通園支援の内容等につき、その保護者の理解及び

協力を得るよう努めなければならない。 

第３節 余裕活用型乳児等通園支援事業 

（設備及び職員の基準） 

第２５条 余裕活用型乳児等通園支援事業を行う事業所の設備及び職員の基

準は、次の各号に掲げる施設又は事業所の区分に応じ、当該各号に定める

ところによる。 

(1) 保育所 北海道児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条

例（平成２４年北海道条例第１０８号）（保育所に係るものに限る。） 

(2) 認定こども園 北海道認定こども園の認定の要件並びに設備及び運営

の基準を定める条例（平成１８年北海道条例第７８号） 

(3) 家庭的保育事業等を行う事業所 釧路市家庭的保育事業等の設備及び

運営の基準に関する条例（平成２６年釧路市条例第３３号）（居宅訪問
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型保育事業に係るものを除く。） 

（準用） 

第２６条 第２３条及び第２４条の規定は、余裕活用型乳児等通園支援事業

について準用する。 

   第３章 雑則 

（電磁的記録） 

第２７条 乳児等通園支援事業者及びその乳児等通園支援事業所の職員は、

記録、作成その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書

面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形

等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有

体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定されているも

の又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的

記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが

できない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に

供されるものをいう。）により行うことができる。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

令和７年１２月４日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

児童福祉法の一部改正に伴い、乳児等通園支援事業の設備及び運営につい

ての基準を定めたく、本案を提出するものである。 
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議案第１２５号 

 

釧路市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基

準に関する条例の一部を改正する条例 

 

釧路市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する

条例（平成２６年釧路市条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

第２５条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号（幼保

連携型認定こども園である特定教育・保育施設の職員にあっては認定こども

園法第２７条の２第１項各号、幼稚園である特定教育・保育施設の職員にあ

っては学校教育法第２８条第２項において準用する認定こども園法第２７条

の２第１項各号）」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

令和７年１２月４日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支

援施設等の運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の規定の整備をいたし

たく、本案を提出するものである。 
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議案第１２６号 

 

釧路市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する

条例の一部を改正する条例 

 

釧路市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例（平成

２６年釧路市条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

第１０条第３項第１号中「保育士」の次に「（法第１８条の２７第１項に

規定する認定地方公共団体の区域内にある放課後児童健全育成事業所にあっ

ては、保育士又は当該認定地方公共団体の区域に係る法第１８条の２９に規

定する地域限定保育士）」を加える。 

第１２条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改

める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

令和７年１２月４日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、

放課後児童支援員に必要な資格について所要の改正を行うとともに、規定の

整備をいたしたく、本案を提出するものである。 
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議案第１２７号 

 

釧路市港湾施設管理条例の一部を改正する条例 

 

釧路市港湾施設管理条例（平成１７年釧路市条例第２２２号）の一部を次

のように改正する。 

別表船舶給水施設の項中「５７５円」を「６５９円」に、「８６３円」を

「９８９円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料に

ついて適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例によ

る。 

 

令和７年１２月４日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

 （説明） 

 船舶給水施設使用料を改定いたしたく、本案を提出するものである。 
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議案第１２８号 

 

釧路市立学校設置条例の一部を改正する条例 

 

釧路市立学校設置条例（平成１７年釧路市条例第２４３号）の一部を次の

ように改正する。 

本則に次の１条を加える。 

（分校） 

第３条 別表第６の左欄に掲げる中学校に同表の中欄に掲げる分校を置き、

その位置は、同表の右欄に掲げるとおりとする。 

 別表第５の次に次の１表を加える。 

別表第６（第３条関係） 

中学校 名称 位置 

釧路市立北中学校 釧路市立くしろ創明学園 釧路市寿１丁目２番１６

号 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

令和７年１２月４日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典  

 

（説明） 

学びの多様化学校として釧路市立北中学校の分校を設置することに伴い、

所要の改正をいたしたく、本案を提出するものである。 
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議案第１２９号 

 

釧路市火災予防条例の一部を改正する条例 

 

釧路市火災予防条例（平成１７年釧路市条例第２３８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

目次中「第３章の２ 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等（第 

３３条の２―第３３条の７）」を 

維持に関する基準等（第３３条の２―第３３条の７） 

の８・第３３条の９）              」 

第７条の次に次の１条を加える。 

（簡易サウナ設備） 

第７条の２ 簡易サウナ設備（屋外その他の直接外気に接する場所に設ける

テント型サウナ室（サウナ室のうちテントを活用したものをいう。）又は

バレル型サウナ室（サウナ室のうち円筒形であり、かつ、木製のものをい

う。）に設ける放熱設備であって、定格出力６キロワット以下のものであ

り、かつ、薪又は電気を熱源とするものをいう。以下同じ。）の位置及び

構造は、次に掲げる基準によらなければならない。 

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及

び可燃性の物品から火災予防上安全な距離として対象火気設備等及び対

象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を

保つこと。 

(2) 簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断

することができる手動及び自動の装置を設けること。ただし、薪を熱源

とする簡易サウナ設備にあっては、その周囲において火災が発生した際

に速やかに使用できる位置に消火器を設置した場合は、この限りでない。 

２ 前項に規定するもののほか、簡易サウナ設備の位置、構造及び管理の基

「第３章の２ 住宅用防災機器の設置及び 

第３章の３ 林野火災の予防（第３３条 

に改める。 
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準については、第３条（第１項第１号、第１０号から第１３号まで及び第

１６号から第１９号まで、第２項第６号、第３項並びに第４項を除く。）

及び第５条第１項第１号ウの規定を準用する。 

第８条の見出しを「（一般サウナ設備）」に改め、同条第１項中「サウナ

室に設ける放熱設備（以下「サウナ設備」という」を「一般サウナ設備（簡

易サウナ設備以外のサウナ設備（サウナ室に設ける放熱設備をいう。）をい

う。以下同じ」に改め、同項第２号及び同条第２項中「サウナ設備」を「一

般サウナ設備」に改める。 

第１０条の２第１項中「第６１条第１４号」を「第６１条第１５号」に改

める。 

第３３条中「警報」の次に「（法第２２条第３項に規定する火災に関する

警報をいう。以下同じ。）」を加え、同条第６号を削る。 

第３３条の７第１項第１号中「住宅用防災機器」の次に「、感震ブレーカ

ー」を加える。 

第３章の２の次に次の１章を加える。 

第３章の３ 林野火災の予防 

（林野火災に関する注意報） 

第３３条の８ 市長は、気象の状況が山林、原野等における火災（以下「林

野火災」という。）の予防上注意を要すると認めるときは、林野火災に関

する注意報を発することができる。 

２ 前項の規定による注意報が発せられたときは、注意報が解除されるまで

の間、市の区域内にある者は、第３３条各号に定める火の使用の制限に従

うよう努めなければならない。 

３ 市長は、林野火災の発生の危険性を勘案して、前項の規定による火の使

用の制限の努力義務の対象となる区域を指定することができる。 

（林野火災の予防を目的とした火災に関する警報の発令中における火の使

用の制限） 

第３３条の９ 市長は、林野火災の予防を目的として火災に関する警報を発
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したときは、林野火災の発生の危険性を勘案して、第３３条各号に定める

火の使用の制限の対象となる区域を指定することができる。 

第６１条中第１８号を第１９号とし、第９号から第１７号までを１号ずつ

繰り下げ、同条第８号中「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に改め、同号

を同条第９号とし、同条第７号の次に次の１号を加える。 

(8) 簡易サウナ設備（個人が設けるものを除く。） 

第６２条第１項第１号中「行為」を「行為（たき火を含む。）」に改め、

同条中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 消防長は、前項各号に掲げるそれぞれの行為について、届出の対象とな

る期間及び区域を指定することができる。 

附 則 

この条例は、令和８年１月１日から施行する。ただし、第７条の次に１条

を加える改正規定並びに第８条、第１０条の２第１項、第３３条の７第１項

第１号及び第６１条の改正規定は、同年３月３１日から施行する。 

  

令和７年１２月４日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関

する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正等に伴い、所要の改正

をいたしたく、本案を提出するものである。 

なお、主な改正点は、次のとおりである。 

１ 火を使用する設備に簡易サウナ設備を追加し、当該設備の設置に係る届

出を義務付けること。 

２ 火災に関する警報の発令中における屋内での裸火の使用に関する制限（

窓、出入口等の閉鎖）に係る規定を削除すること。 

３ 住宅における火災の予防を推進するための施策に感震ブレーカーの普及
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促進を追加すること。 

４ 市長は、気象の状況が林野火災の予防上注意を要すると認めるときは、

林野火災に関する注意報を発することができることとし、併せて、注意報

の発令中における火の使用制限に係る事項について定めること。 

５ 市長は、林野火災の予防を目的とした火災に関する警報を発したときは、

火の使用制限の対象となる区域を指定することができることとすること。 

６ 消防長は、火災予防等に支障を及ぼすおそれのある行為について届出の

対象となる期間及び区域を指定することができることとすること。 

７ その他規定の整備をすること。 
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議案第１３０号 

 

釧路市功労者表彰について同意を求める件 

 

次の者を、釧路市功労者表彰条例（平成１７年釧路市条例第４号）に基づ

き表彰いたしたいので、議会の同意を得たい。 

記 

山 口   隆 

 

令和７年１２月４日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典  

 

（ 参 考 ）  
 

釧 路 市 功 労 者 表 彰 条 例 抜 粋  
 

（ 被 表 彰 者 ）  
第 ２ 条  市 長 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 の 中 か ら 適 当 と 認 め る 者

を 、 議 会 の 同 意 を 得 て 、 釧 路 市 功 労 者 と し て こ れ を 表 彰 す る 。  
（ １ ～ ３ 号  略 ）  
( 4 )  教 育 委 員 会 、 選 挙 管 理 委 員 会 、 公 平 委 員 会 又 は 農 業 委 員 会 の 委 員 と し

て 満 １ ６ 年 以 上 勤 務 し た 者  
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報告第４号 

 

専 決 処 分 報 告 の 件                

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、

次のとおり専決処分をしたので報告し、承認を求める。 

記 

令和７年度釧路市一般会計補正予算 

（別 記） 

 

令和７年１２月４日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

令和７年９月２０日及び２１日の暴風雨に係る災害復旧経費について、こ

こに報告のとおり専決処分をしたので承認を求めたく、本案を提出するもの

である。 

 

（ 参 考 ）  

 

地 方 自 治 法 抜 粋  

 

（ 長 の 専 決 処 分 ）  

第 １ ７ ９ 条  普 通 地 方 公 共 団 体 の 議 会 が 成 立 し な い と き 、 第 １ １ ３ 条 た だ し

書 の 場 合 に お い て な お 会 議 を 開 く こ と が で き な い と き 、 普 通 地 方 公 共 団 体

の 長 に お い て 議 会 の 議 決 す べ き 事 件 に つ い て 特 に 緊 急 を 要 す る た め 議 会 を

招 集 す る 時 間 的 余 裕 が な い こ と が 明 ら か で あ る と 認 め る と き 、 又 は 議 会 に  

お い て 議 決 す べ き 事 件 を 議 決 し な い と き は 、 当 該 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 は 、  

そ の 議 決 す べ き 事 件 を 処 分 す る こ と が で き る 。 （ た だ し 書  略 ）  

（ ２ 項  略 ）  

３  前 ２ 項 の 規 定 に よ る 処 置 に つ い て は 、 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 は 、 次 の 会

議 に お い て こ れ を 議 会 に 報 告 し 、 そ の 承 認 を 求 め な け れ ば な ら な い 。  

（ ４ 項  略 ）  
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（別 記） 

 

令和７年度釧路市一般会計補正予算 

 

令和７年度釧路市の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３２８,００４千円を追加

し、歳入歳出それぞれ１０９,６１６,９９７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 
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　　　歳　　入

補 正 前 の 額 補 正 額 計
千円 千円 千円

19 繰 入 金 5,650,315 328,004 5,978,319

2 基 金 繰 入 金 5,632,475 328,004 5,960,479

　　　歳　　出

補 正 前 の 額 補 正 額 計
千円 千円 千円

12 災 害 復 旧 費 15,000 328,004 343,004

1 農林水産業施設災害復旧費 4,000 118,400 122,400

2 土木施設災害復旧費 11,000 206,470 217,470

3 衛生施設災害復旧費 0 3,134 3,134

款 項

歳 出 合 計 109,288,993 328,004 109,616,997

第１表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

款 項

歳 入 合 計 109,288,993 328,004 109,616,997
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金 額
千円

農 業 施 設 災 害 復 旧 事 業 9,500

第２表　　繰　越　明　許　費　補　正

区 分 款 項 事　　　　　業　　　　　名

12 災 害 復 旧 費 1 80,700農林水産業施設
災 害 復 旧 費

林 業 施 設 災 害 復 旧 事 業

2 土 木 施 設
災 害 復 旧 費

河 川 災 害 復 旧 事 業 26,945

追　　　加
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1 　総　　括

　　（歳　　入）

千円 千円 千円

19

　　（歳　　出）

国道支出金 市 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

12 災 害 復 旧 費 15,000 328,004 343,004 0 0 0 328,004

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

繰 入 金 5,650,315 328,004 5,978,319

特 定 財 源

328,004

歳 入 合 計 109,288,993 328,004 109,616,997

款 補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

一般財源

歳 出 合 計 109,288,993 328,004 109,616,997 0 0 0
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農林水産業施設災害復旧費

林業施設災害復旧費 

千円 千円

12

14

15

一 般 財 源 97,250 80,700財 源 内 訳

計 97,250 80,700

原 材 料 費 1,000 0

工 事 請 負 費 90,900 80,700

繰 り 越 し の 事 由
節 金 額

林 業 施 設 災 害 復 旧 事 業 委 託 料 5,350 0 年度内完了が不確
実であることから
繰越事業として実
施する。

繰 越 明 許 費 に 関 す る 事 項

12款 災 害 復 旧 費

1項

1目

事 業 名
関 係 予 算

繰 越 金 額
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農林水産業施設災害復旧費

農業施設災害復旧費

千円 千円

14 年度内完了が不確
実であることから
繰越事業として実
施する。一 般 財 源 25,150 9,500財 源 内 訳

繰 越 明 許 費 に 関 す る 事 項

12款 災 害 復 旧 費

1項

2目

農 業 施 設 災 害 復 旧 事 業 工 事 請 負 費 25,150 9,500

事 業 名
関 係 予 算

繰 越 金 額 繰り越しの事由
節 金 額
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土木施設災害復旧費

千円 千円

12

14

財 源 内 訳

河川災害復旧費

一 般 財 源 59,245 26,945

計 59,245 26,945

0

28,945 26,945

繰 越 明 許 費 に 関 す る 事 項

12款 災 害 復 旧 費

2項

2目

年度内完了が不確
実であることから
繰越事業として実
施する。工 事 請 負 費

事 業 名
関 係 予 算

繰 越 金 額 繰り越しの事由
節 金 額

河 川 災 害 復 旧 事 業 委 託 料 30,300
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報告第５号 

 

専 決 処 分 報 告 の 件 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、

次のとおり専決処分をしたので報告し、承認を求める。 

記 

市は、市道上において発生した物損事故に関し、次のとおり損害賠償の額

を定め、及び和解を成立させるものとする。 

１ 事故発生年月日及び場所 

令和７年８月２７日 

釧路市鶴ケ岱２丁目５番地先 市道久寿里橋通 

２ 損害賠償の額    １,２０１,６１０円 

３ 和解成立の方針 

(1) 市は、和解の相手方に対し、損害賠償金として１,２０１,６１０円を

負担する。 

(2) 和解の相手方は、本件物損事故に関し、市に対し、その他いかなる請

求もしない。 

４ 損害賠償及び和解の相手方 

別 添 

 

令和７年１２月４日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

市道上において発生した物損事故に関し、損害賠償の額を定め、及び和解

を成立させる専決処分をしたので承認を求めたく、本案を提出するものであ

る。 
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